
安全運転管理者等の基本業務

１ 運転者の適性等及び法令遵守状況の把握



（１） 運転者の適性と技能、知識の把握



（２） 運転者の法令遵守状況を把握



２ 運行計画の作成







３ 危険運転防止のための交替運転者の配置





４ 異常気象・災害時の安全運転の確保



（１） 異常気象時の対応

大型で非常に強い台風の上陸
梅雨時の長雨
ゲリラ豪雨 など

近年、運転者の安全運転の確保の指示・実行が必要なケースが増加





（２） 地震発生時の対応

周囲の状況に応じて、慌てずに非常点滅表示灯をつけるなど、周囲の自動車に注意を促す。
↓

急ブレーキを避け、緩やかに減速する。

急ハンドル、急ブレーキを避け、できるだけ安全な方法で道路の左側に停止する。
↓

停止後は、地震情報や交通情報を聞いて対応する。
・ 引き続き車を運転するとき
→ 道路の損壊、信号機の作動停止などに十分注意する。

・ 車を置いて避難するとき
→ できるだけ道路外の場所に移動して置く。
（エンジンを止め、エンジンキーを付けたまま、窓を閉め、ドアロックはしない。）

原則、避難のために車を使用しない。
・ 津波から避難するためやむを得ず車を使用するとき

→ 道路の損壊、信号機の作動停止などに十分注意する。

車を運転中に緊急地震速報が発表

車を運転中に大地震が発生

車を運転中以外の場合に大地震が発生



５ 点呼・日常点検による安全運転の確保







６ 運転日誌の備付けと記録







７ 運転者への安全運転指導






